
東京都では平成２４年に木密地域不燃化

１０年プロジェクトを策定し、「燃え広がら

ないまち・燃えないまち」の実現に向けた事

業を行っております。本地域では、東京都が

整備を進める特定整備路線と豊島区の建物

不燃化助成等により、相互に連携して取組を

進めています。 

特定整備路線の補助第１７２号線（長崎）

については、東京都から業務委託を受けた「公

益財団法人東京都道路整備保全公社」が用地 

 

取得業務を行っており、現在、関係権利者の

皆様から事業地内の建物や工作物の調査を行

いながら、順次個別のお話に入らせていただ

いております。 

また、補助第１７２号線事業区域内の関係

権利者の皆様を対象とした相談窓口を現地に

設置しています。移転先や再建に関して疑問

やお困りのことがございましたら、お気軽に

お立ち寄りください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

長崎四丁目全域（不燃化特区による助成制度等） 

○戸建建替えや老朽建築物の除却を行う個人を対象に、除却費、建築設計費・工事監理費等の

一部を助成します。 

 ○不燃化建替えに伴う権利関係の課題や建替えのお悩みについて、区が無料で建築士や司法

書士等の専門家を派遣し、相談業務を行います。（同一年度に 5 回まで） 

補助 172 号線沿道 30m の区域（都市防災不燃化促進事業による助成制度）

○一定の要件を満たす耐火建築物の建築を行う個人、中小企業者、公益財団法人又は公益社団

法人を対象に、建築工事費、除却費の一部を助成します。 

○その他、要件を満たす場合、仮住居の家賃に対する費用の助成、仮住居又は新築された建物

への引越し費用の助成が加算されます。 

※いずれの助成も、区による事前認定が必要です。区に事前相談のうえ、解体着工の一か月前

までに申請してください。 

 助成制度・専門家派遣の相談窓口… 

地域まちづくり課事業調整グループ ☎０３－３９８１－１４６４ 

現在、都市計画道路補助第 172 号線は、震災時の「大規模な市街地火災の予防」や

「安全な避難路の確保」等による地域の防災性の向上を図るため、「東京都及び公益財団

法人東京都道路整備保全公社」により整備が進められています。 

豊島区では、この都市計画道路整備に併せ地域の防災性を着実に向上させるため、沿

道 30m の区域の「防火地域指定」や「個々の不燃化建替えに対する助成」など、不燃

化を促進させるための「新たなルールや制度」を導入してきました。 

今後、地域の皆様のご理解のもと災害に強いまちづくりを着実に推進してまいります

が、長崎四丁目地区の中でも東長崎駅北口周辺や商店街地区など地域の日常生活に関す

る様々な機能を担う区域では、道路拡幅に併せ積極的にまちづくりを推進し、防災性は

もとより地域の活性化など魅力あるまちづくりに取組む必要があると考えています。 

つきましては、今後の豊島区の取組みにつきまして下記のとおり説明会を開催いたし

ますので、ご出席のほどよろしくお願い申し上げます。 
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１ ４ 

○日時 

平成 28 年 6 月 1 日（水） 
午後 7 時～8 時 30 分 

○会場 

特別養護老人ホームアトリエ村  

１F 会議室（長崎 4-23-1） 

○内容 

・これまでの経緯 

・長崎四丁目および東長崎駅北口の

まちづくりについて 

・今後のスケジュール 

・意見交換 

案内図 

長崎四丁目地区まちづくり説明会を開催します 

■説明会の開催のご案内■ 

※事前の申込みは不要です。直接会場へお越しください。 

また、駐車場がございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

固定資産税・都市計画税の減免  

要件を満たす建替え等をした場合、最長５年間の税制優遇を受けることができます。 

 ・不燃化建替えで新築した住宅にかかる固定資産税・都市計画税を最長５年間全額減免 

 ・老朽建築物を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税を最長５年間減免 

 ※詳細は豊島都税事務所固定資産税係まで。 ☎０３－３９８１－１２１１（代表） 

本年４月に発生した熊本地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 

住  所：豊島区南長崎 5-27-12 
アーバンヒルズ東長崎 102 

開設日時：毎週月曜日～土曜日 
 10 時～18 時 
（祝祭日、年末年始は除く） 

電話番号：03-5906-5085 

 

東長崎駅南口

東長崎駅前交番

相 談 窓 口

補助第 172 号線 関係権利者のみなさま 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成 28 年度 平成 29 年度以降

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 た な ま ち づ く り を 進 め ま す 

 
地区全域の取り組み（豊島区） 地域単位の取り組み（町会・商店会） 

H24.1 木密地域不燃化 10 年プロジェクト(東京都)   

H25.12 地域のまちづくりに関するアンケート調査 

H26.1 アンケート調査結果の説明会 

H26.4 不燃化特区による建替え助成開始 H26.5 

～ 

H27.3 

長崎四丁目地区及び長崎十字会懇談会 

（5回開催） H26.12 まちづくりルール導入に関する説明会・アンケ

ート調査 

H27.3 まちづくりルール検討案の説明会 

H27.6 まちづくり方針・地区計画素案等の説明会 H27.7 

～ 

H28.3 

長崎四丁目地区まちづくり懇談会 

（5回開催） H27.10 長崎四丁目（補助 172 号線沿道周辺）地区の意

向調査 

H28.3 用途地域の変更及び地区計画の都市計画決定 

H28.4 都市防災不燃化促進助成（沿道 30m）開始 H28.4 長崎四丁目地区まちづくり懇談会 

 

 地元関係者が地区の将来像を検討するための「イメージプランづくり」 

 地元関係者による情報共有化のための話合いの場づくり 

 地区将来像を実現していくための事業の検討や権利者に対する新たな支援策 

➀不燃化建替えに対する助成制度をスタート 

・不燃化特区助成（H26.4） 

・都市防災不燃化促進助成（H28.4） 

②都市計画決定による新たな防災対策等をスタート 

・新たな防火規制施行（H27.10） 

・防火地域、用途地域変更、敷地分割の制限等（H28.3） 

今後必要となる新たな取り組み 

①補助 172 号線沿道地区 

・共同化等の建替え支援、・商業の維持と店舗等の誘致

②東長崎駅北口周辺地区 

・地域の活性化など魅力あるまちづくりへの取組み 

・密集した駅前の建築物と道路等の一体的な整備によ

る安全性の向上 

③住宅地区 

・避難路となる主要な生活道路ネットワークの整備 

区では平成 25 年から本地区の防災まちづくりに関する取り組みをスタートし、不燃建築物への建替え

に対する支援を実施すると共に都市計画による新たな防災対策等を決定し、個々の建替え更新による防災

まちづくりを推進してきました。 

しかし、本地区では補助 172 号線沿道の整備に伴う商店街・東長崎駅北口周辺の活性化等、個人の対応

だけでは解決できない多くの課題が残っています。 

これらの課題を解決し住環境の向上を図るためには、地域が主体となり、区と協働で補助 172 号線の整

備と併せたより積極的なまちづくりを進める必要があります。 

2 

個々の建替え更新による 

防災まちづくりの推進 

地域が主体の防災＋地域活性化

●課題解決に向けて（地域が主体となった組織づくりとその支援体制の整備）

●防災まちづくりの経緯（抜粋） 

●まちづくりの検討体制（長崎四丁目地区まちづくり懇談会の目的と役割）

沿道商店街・北口周辺の活性化等の課題

●今後のスケジュール(案)

③住宅地区（既存商店街を含む） 
・避難路となる主要な生活道路ネットワークの整備

・親しみのある商店街の維持と活性化 

① 補助172号線沿道地区 

・道路整備に併せた魅力あるまちづくり 

・沿道権利者への建替え支援（共同化

等）による商業の維持・拡充 

＊個々の共同建替えに対する専門家派遣 

●まちづくりの検討課題

②東長崎駅北口周辺地区 

・密集した駅前街区の再編による交通環境と防災性の向上 

・駅と172号線のアクセスの改善 

・土地の有効利用の促進（駅前にふさわしいまちづくり） 

・道路沿道商店街との連続性や回遊性の強化による賑わいの創出 

＊地権者による勉強会（事業導入可能性・共同化等の検討、事例

視察など） 

まちづくりを進めるためには、目標となる地域の将来像を定め、目標の実現に向かって協力して建替えを

行うなど、地域の皆さんが協働でまちの改善に取組むことが不可欠です。 

そのために、区は「長崎四丁目地区まちづくり懇談会」を開催し、「豊島区街づくり推進条例」に基づいて

地域の皆さんのまちづくりを支援しながら地域環境の改善に向け積極的に取組みます。 

●今後のスケジュール

３ 

★（事例視察等） 

長崎四丁目地区まちづくり懇談会（３回程度） 

※具体的なまちの将来像の検討 
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